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は じめ に

英国においてフ リー ・バ ンキングの主張が比較的多 くなされたのは、1820年 代の後半

か ら1830年 代 の初頭 にかけてである。 この時期 は、反穀物法運動の影響 もあ り、経済政

策でフ リー ・トレー ドの原則が受け入れ られ る基礎が比較的広 く存在 していた。 この中

で、1825年 の金融恐慌の評価や、1833年 のイングラン ド銀行 の特許更新 の問題 を背景に

して、通貨制度のあ り方 をめ ぐる議論が大量のパ ンフレッ トや議会証言な どを通 じて広
ユ　

範 に行 われ た。

この議 論 の一 つ と して通 貨学 派 のマ カ ロ ック とフ リー ・バ ンキ ン グを支持 す る論 者 た

ち との論 争 が あ る。 この契機 とな ったの は、1831年 に出版 され たマ カ ロ ッ クの 『イン グ
2)

ラン ド銀行史概観』であ り、 それに対 してパーネル(1776-1842年)と ス クロープ(1797

-1876年)が 反論 を加 える形で行 われた。後者の二人は ともにフ リー ・トレー ドの熱烈

な支持者であった。パーネルは長期 にわたる国会議員活動の中で、カ トリック解放法支

持や反穀物法の論陣を張ったが、政治経済学や国家財政 に も関心 を抱いていた。彼 は銀

行制度につ いて もフ リー ・バ ンキングを支持す る立場か ら、1832年 に設け られたイング

ラン ド銀行特許状の更新 の適否 を検討す るための委員会 で、同銀行 の特許状 の更新 に反

対の意見 を表明 し、 また、同 じ年に 『紙幣、銀行業 および商業 の過剰取引につ いての見
3)

解一 スコットラン ド銀行制度 を説明 した下院委貝会におけ る証言部分 を含む』と、『イ

ングラン ド銀行の支配力 とその行使 についての平易な叙述 および、ス コッ トラン ド
4)

銀行制度への反対論 に対す る反論、"イ ングラン ド銀行史概観"へ の回答』とを相次 いで

著 した。他方、スクロープは著名 な地質学者であったが、救貧法の改革 をはじめ とす る

社会 改革や政治経済学 にも関心 を抱いていた。 とくに、国会議貝 になった1833年 頃には、
5)

多数 のパ ンフレッ トを発行す るなど活発な活動 を行 った。彼は、「産業の権利 と銀行制度」

の中で、 フリー ・バ ンキング制度の下 での通貨流通や信用通貨について論 じるとともに、
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マ カ ロ ッ クの主 張 に対す る反 論 を行 って い る。

この論 文 は、 このマ カ ロ ッ クとの論 争 とい う形 を とって行 われ た これ らの フ リー ・バ

ンキ ン グの議 論 につ い て考 察 した もの であ る。

1.マ カ ロ ッ クの フ リー ・バ ン キ ン グ に対 す る評 価

マカロックの 『イングラン ド銀行史概観』 は、銀行券の免換性、 イングラン ド銀行 の

歴史、お よび当時の銀行制度について論述 した前半部分 と、銀行特許の延長の支持 を主

張 した後半部分か ら構成されている。彼はいわゆる通貨学派の立場か ら、金融上の困難

を引 き起 こしている原因 を地方銀行に よる銀行券 の過 剰発行 に求めている。そ して、地

方銀行が十分 な金準備 を保有 していないために、金融恐慌 の際には金 との交換が求め ら

れ、 イングラン ド銀行か らの金の大量流出を引き起 こす としている。 これを打開す るに

は、 イングラン ド銀行に発券についての排他的 な特権 を与え、同行の銀行券 を 「地方銀
　 ユ

行の紙幣に対する法貨」 として地方銀行の準備 とす る制度 を確立す るこ とが必要である

という結論 を下 している。 この著作の議論には、フ リー ・バンキングへの批判の根拠 と

され る主要 な論点が含 まれてお り、本稿 では この点に焦点 を当てて論 じることにす る。

まず最初 は、 自由発券制度はロン ドンではス コッ トラン ドのようには有効に機能 しな

い との主張であ る。その理由 として、 スコットラン ドとロン ドンの置かれている金融的

地位 が根本的に異なっていることが挙げ られている。金融取引において、 ロン ドンは帝

国全体 の中心 を占めているのに対 してスコッ トラン ドの地位 は従属的である。エジンバ

ラの一銀行が過剰発行 して流通が過剰 になって も、当地の銀行には金交換の請求 は起 ら

ない。 しか し、 ロン ドンは英国の 「さまざまな地域 のすべての金銭上の取引が最終的に
わ

調整 される中心地」であ り、「ほ とん どすべ ての外国為替の支払が なされる場所」であ

る。 したが って、通貨価値 にたとえわずかな混乱で も引 き起 こされるならば、国内のあ

らゆる部分や外国為替に重大 な影響 を与 えることになる。「首都の金銭取引の性質 と広が

りがエ ジンバ ラや どの地方都市に も似 てお らず、光 と闇の ように異なってい るのに……、

スコットラン ドの銀行家 たちに有利な形で与 えられて きたの と同様 な発券の権限がロン

ドンの銀行家に も等 しく有利 に認め られるように主張す るこ とにはいささかの必然性 も
　　

ない」 というものである。

しか し、 よ り主要 な根拠 として挙げ られているのは、 自由発券制度 その ものが有効に

機能 しない とい う論点である。「過剰発行 をする銀行は必然的に競争相手 よりも公衆 に有

利な条件 で公衆 と取 り引 きするに違いない。 そしてこうした状況に よって、競争相手は、
　 コ 　 　 　 コ コ コ 　 　 　 　 　 　 コ ロ コ 　 ラ

ー連の同様 な行動に追随す る以外には
、事実上その活動 を妨げ ることがで きな くなる」

か らである。マカロックは、こ うした帰結が導かれ る事情 を、銀行券が通常の商品のよ
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うに品質 を差別化 できない ということで説明 しようとしている。銀行券が過剰 であるこ

とがわかっていて も、「すべ ての銀行券は、等 しく優 良である と評価 され るので、商人は

最初に手許に入 った銀行券 を支払いのために差 し出すであろ う」。つま り、商人は銀行券
10)

を 「無差別にそれ らの発行者 に戻す」 とい うのである。 その結果、過剰発行 した銀行の

銀行券は他 の銀行へ も金交換 を求めて還流 し、それ らの銀行 も金 を蓄積 しなければなら

な くなる。そ して、「非生産的 なス トックが増大 し、顧客は過剰発行 をす る銀行へ引 き寄

せ られて失なわれ、過剰発行 された銀行券がそれらの銀行券に とって代 るこ とによって、
11>

利潤は減少 し、……い くつかの銀行は過剰発行 する銀行の例 を模倣するであろう」。「金

の大量の流出 と、大 きな困難や窮迫 を国中に引き起 こす ことは、 どの富裕 な一銀行 で も
12)

で きるであろ う」。こうして、発券業務 を自由競争 に委ね るな らば、銀行券を安価 に流通

させ る銀行がシェアを伸ば して競争に打 ち勝 ち、ついには業界全体がそれに追随せ ざる

をえな くなる。通貨量は過剰 とな り、為替の下落や金流出を経て破綻へ と突き進 まざる

をえない とい うのである。

そ して、困難 と不信の時期 には公私 の信用のために特別な資本の支援が求め られ るに

もかかわ らず、かかる複数の発券銀行 は 「いか なる一般的 または公共的な責任 をも負わ
　ヨ　

ない」で、「自己の利益」か らのみ行動す るであろう。 スコッ トラン ドの銀行は 「前貸 を

して も危険 を犯 さないと考 える限 り、気前 よ く前貸 をする。 しか し、警戒 と不信が生 じ

始めると、 まさに、最 も安全 な担保 に基づいていないあ らゆ る前貸の支払 を要求す る。

大部分の割引 を停 止す る。 多 くの顧客 を破綻させ ることによって 自らの安全 に対す る備

えをす る」。 「ただ繁栄の時期 だけに適 してお り、困難な時期 に自らを支 え国を支援する
14)

ことがで きない銀行制度は……それが奉仕すべ き大 きな 目的には適 していない」 とい う

のである。

マカロック自身は、自由競争の原理 その ものに反対 してお らず、「個 人の利益 を最 も促

進す るのに資するものは何で も、大 多数 の場合 に公共の利益 を促進す るのに も最 も資す

る」ゆえに、ほ とん どの業界では競争の 自由は最大限許 され るとしている。 しか しなが

ら、通貨発行については公衆 と銀行家 との間で利益の一致が得 られず、それに対す る制

限は、個人による鋳貨の発行や支払保証のない銀行券の発行の禁止、あるいは基準や尺

度の統一な どとともに、「産業の自由な行使に対す る制限」の対象 になる と主張す る。「自

由は 目的に対す る手段 としてのみ価値がある。その 目的 民の福祉、公共の利益

が制限を課す るこ とで最 もよ く保証され ることが明 らかにされる時はいつ も、それらは

疑問の余地な く課せ られ るべ きであ る」。「銀行業の活動においては、 この[自 由競争の]
15)

原理はある修正の下でのみ認め られ る」のであ る。

こ うして、マ カロックは、「支払 を発行者が保証 しないようなすべての銀行券の発行 を

禁止す る」だけでな く、 ロン ドンにおけ る発券の権 限を、「流通紙幣 を管理す る手段 をも
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ち、議会にその活動に関 して貴任 を負 う唯一の団体 に制限す る」 ことが不可欠であると

主張する。選択肢は、銀行券の発行 を一つの独 占的な銀行か、国立銀行 に委ね るか とい
17)

うこ とになる。彼は、国立銀行 には公衆に節約 をもたらす などの利点があるこ とを認め
　　

るものの、宮吏による通貨管理 には弊害が伴 うとして、イングラン ド銀行に銀行券の独

占的発行の権限 を与えることを最終的に支持する。「イングラン ド銀行があまりに もわず

かの銀行券 しか発行せず、流通 を逼迫 させ るな らば、 その分 は金で補われ、同銀行は銀

行券の発行 で得たか もしれない利潤 を失 う」ことになろう。他方、「イングラン ド銀行が

過剰発行す るならば、その紙幣の一部 はつ いには支払 を求めて還流す る。同銀行 は金庫

か らの流出 を止めるため、銀行券 の流通 を適正な量に まで減 らす であろう」。イングラン

ド銀行がつねに この ように行動 して きた とは言えないにしても、「他 のや り方で行動 した
ユ　ラ

場合には、だれか他者の利益 を損 うよりももっと自己の利益 を損 ったことは確かである」

と述べ ている。

また、マカロックは、フ リー ・バ ンキング論者の多 くが支持 している株式銀行の設立

について も本質的な解決にはならない と主張す る。大都市に株式銀行が設立 された とし

て も、小都市や地方ではよ り劣った銀行 と取引す るという状態に置かれ る。そ うした銀

行が広 く設立 され、あ らゆ る者が どのよ うなチェ ックも管理 もな しに銀行券 を発行す る

ことがで きる限 り、必ず価値 の劣った銀行券が流通す ることになる。「たんに大 きな資本

を有 した銀行組織が設立 できるような計画 を導入す るだけでイングラン ドの地方銀行業

の制度に何 らかの真の発展がなされ ると期待す るこ とは、まった くの幻想であ る」。真に

望 まれ るのは、「すべての個 人や団体 があらか じめ保証 されていない ような銀行券の発行

を防止することに よって、銀行券が信用 されな くなる可能性 をな くす システムを採用す
　

る こ と で あ る 」。

2.マ カ ロ ッ クに対 す るパ ー ネ ル の批 判

パーネルは 『紙幣、銀行業、お よび商業の過剰取引についての見解』の中でフ リー ・

バ ンキングを支持す る主張 を行 ってい るが、マ カロックとは対照的に、当時の信用恐慌

と経済的困難の原因を政府 と結びつ いたイングラン ド銀行 の通貨支配に求めている。需

給状態に対す る商人や製造業者の見通 しの誤 りは、銀行券の過剰 な流通による価格の見

かけ上の上昇 によって助長 され るが、その原因はイングラン ド銀行による恣意的な通貨

流通量の操作 を認めている銀行制度にあるというのである。 イングラン ド銀行が紙幣 を

過剰 に発行 し信用 を膨張させ た後、流通量 を突然かつ急激に収縮 させ る と、地方銀行 も

それに対応 して支払 を停止せ ざるをえない。 その結果、商業恐慌 と破綻が全国に波及す

るとい う過程 が繰 り返 されて きた。 またイングラン ド銀行 は、政府 との結 びつ きを背景
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に して排他的な特権 と巨大 な資本 を保持す ることで、通貨 と商業信用に対す る支配力 を

も強めつつ ある。取引の 自由 と財産の保全に対立する銀行業の独 占的状態 を打破 し、発

券 を含む銀行業 に自由競争の原理 を適用す ることが、通貨の安定的価値 を保証す るこ と

になる と主張する。 そのため、イングラン ド銀行の独 占的地位の剥奪 とともに、株式銀

行の設立 を認め、十分 な資本 と支払能力のある発券銀行 の設立を促進す ること、すべて

の銀行が各々の銀行券の全発行量に対 して十分 な保証 を行 なうこ と、小額紙幣の発行 を

許可 して紙幣流通 を促進す ることな どを提起 してい る。

パーネルは、『イングラン ド銀行の支配力 とその行使 についての平易 な叙述』の後半部

分で、マ カロックの 『イングラン ド銀行の歴史的概観』への反論 を行 っている。 ここで

は、マカロックが フ リー ・バ ンキング批判の根拠 として挙 げている論点への反論部分 を

取 り上げてみ るこ とにす る。

パー ネルは最初に、 イングラン ド銀行 と公衆 の利益 とが一致 しているというマ カロ ッ

クの考 えが抽象的 な観念にす ぎず、いかなる保証 もされていない と指摘 した上 で反論に

移 っている。パーネルの主張の核心は、複数銀行制の下では銀行間の相互作用が、過剰

発行 を試みる銀行に対 し抑制力 として働 くと考 えている点にある。「各銀行 は取引の過程

で 日常的に他の銀行券 で巨額の支払 を受け ることになろ う。……その銀行 はそれ らの銀

行券 を再発行 しないであろう。 というのは、 自行の銀行券 を発行 し流通 させ る手段が奪

われ るこ とになるか らであ る。 この銀行はそ うは しないで、他 の銀行 にその銀行の銀行

券 を送 る。そ して、 これら他の銀行はそれぞれ所有 していたこの銀行の銀行券 を当の銀

行 に支払 い、支障がない限 りその差額 を鋳貨 で支払 うであろ う。 しか し、こ うした銀行

券の交換の方法は非常に時間がかか ってわず らわ しいため、銀行間で調整 をして、 日常

的に行員 を指定 され た場所に派遣 し、それ らの銀行券 を交換 し、差額 を鋳貨か他の安全
21)

で満足のゆ く方法で支払 うことになるのは明 らかである」。過剰発行 された銀行券は、銀

行 間での 日常的 な銀行券交換 を通 じて当の銀行 に速やかに還流す ることになる。 そして、

その銀行 は、金の流 出を通 じて損失や支払停止の危険 を背負 うことになるというのであ

る。

また、彼は、通貨 はロン ドンのみならず地方で発行 された紙幣や鋳貨か ら成 り立 って

いるこ とや、一つの銀行の過剰発行が他の銀行の発行量 を減少 させ るように作用す るこ

とを考慮 に入れるな らば、単一の銀行が貨幣価値や為替の下落 をもたらすほ どに過剰発

行す るには相 当の追加が必要 であって、か な り困難 であ ると述べ る。 さらに、ある銀行

の過剰発行は他 の銀行に とって直接的 な損失なので、「過剰発行が もたらされ る方法は不

公正 で、彼 らの利益 に反 し、言外の黙約 の違反 と見なされるであろう。 したが って、他

の銀行 は、その過剰発行 をしている銀行が公正 な取引のルールを犯 したことを交換 によ

って発見す ると、規則違反 を行 なった銀行 を元に戻 させ るために自分 たちが有 している
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手段 を講 じるこ とによって、償 いを手に入れ、彼 ら自身の利益 を守ることを追求するで
23)

あろっ」 と主張する。そ して、疑 い と不信 の時期に も、信認の時期 と同様に、商業の不

振か ら蒙 る損失 を防 ぐために、可能な限 り援助 を与えることが利益 に適っているとす る。

た とえ、彼 らが結託 して過剰発行 しても、「通貨は過 多にな り、価値 は下が り、金価格

は上昇 し、外国為替は下落 し、……あ らゆ る者が紙幣 を戻 し、代 りに金地金 を要求す る

ために殺到するであろう。……銀行に保存 された通常の金備蓄はす ぐに枯渇す るであろ

う。……銀行家たちが支払停止 を免れ うるとすれば、それは莫大な損失 を負 うことに よ
　ヨラ

ってのみ可能 であろ う」。パーネルは、通貨の党換性 によって紙幣発行が制限 され、その

価値が維持 され るこ とをマカロック自身も認めていることを指摘 した上で、「金で支払 う

とい う義務は単一 の場合 と正確に同 じ効果 を複数の銀行に も及ぼすこ とは明 らかなので、

複数の銀行がロン ドンに設立 されても、そのような方法が何 らかの破壊 的な結果 をもた
　

らす と仮 定 す る理 由は まった くな い」と主 張 す る。 さ らに、 「ロン ドンに複 数 の銀行 が あ

れば 、 それ らは 不信 の早 い時期 の うちに大 きな支 援 を与 え、 多 くの商 業会 社 を破産 か ら

守 るで あ ろ う」と付 け加 え る。 そ して、 「独 占の制 度 の下 で は、 それ は たんに 見換 性の 管

理 の下 に置 かれ るにす ぎない」 が、 フ リー ・バ ンキ ング制 を導 入す るこ とに よって、通
　らラ

貨 は 「党換性 と競争 とに よ る二 重の 管理 の下 に 置か れ る」 と結論づ け る。

最 後 に、 パー ネ ルは、 マ カ ロ ッ クの い う銀 行業 務 にお け るフ リー ・トレー ドの 原理 の
　 　 　 　

修 正 とは、 「修 正 では な くて、銀行 業 におけ るフ リー ・トレー ドの原理 の全 面 的 な廃 絶 で

あ る。 それ は純粋 な独 占に他 な らない」 と厳 し く批判 す る。 そ して 、ア ダム ・ス ミスが

提 起 したの は 「銀行 券 に金 との 免換性 を もたせ 、1ポ ン ドよ りも小額 であ って はな らな

い」とい う こ とに尽 きるの であ り、 リカー ドの場合 も、 「すべ て の銀行 は銀 行 券の発 行 量
26)

に対 して保証 す るべ きで あ る とい うこ と」 にす ぎず 、マ カロ ッ クの もの とは まった く異

な っ た もの で あ る と締め く くって い る。

3.マ カ ロ ッ クに対 す る ス ク ロー プ の 批 判

この ようにパーネルのマカロックに対す る反論の核心は、銀行券の金 との党換性のみ

では通貨の安定には十分 でな く、それに加 えて発券に競争 を導入することがその機能 を

よ り強化す るとい う点にあ り、その主張の比重は、競争原理が銀行券の過剰発行 を抑制

し、通貨価値 とその供給 を安定 させ るよ うに作用す るとい う点に置かれている。ス クロ

ープ も 「産業の権利 と銀行制度」の中で、パーネルの主張 を支持 し、 イングラン ド銀行

の独 占の廃止 と、通貨制度 を自由の基礎の上に置 くことを主張 している。 また、マカロ

ックの 『イングラン ド銀行史概観』に対す る批判 も、パーネルの議論 と基本的に共通 し

ていると見なす ことができる。 しか しなが ら、 スクロープの反論の力点の置 き方はパー
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ネル とは微妙に異なっている。 ここでは、マ カロックに対 してス クロープが取 り上げて

いる論拠 を要約 し、その議論に見 られる特徴につ いて論 じることにしたい。

イングラン ド銀行の特許切れに際 し、 スクロープが示 している具体的 な提案 の骨子は

次のような内容である。すべての銀行 は、銀行券の発行額全額に対 して政府債券の担保

を預託す ること、5ポ ン ド以下の銀行券の発行 を禁 じた法律 を廃止す ること、首都の銀

行 の銀行券 を地金のみ と党換可能に して、地方銀行の銀行券は首都の銀行 の銀行券で支

払われるようにす るこ となどである。なお、最後の措置によって地方銀行は金準備か ら

解放 され ることにな る。地方銀行に よる過剰発行は、その銀行券 を金や イングラン ド銀

行券 と並んで首都の銀行 が発行す る銀行券 で支払 うという義務 によってチェックされ る
　

ことになる。 これを見 る限 り、スクロープは、首都 の銀行 と地方銀行 との間に機能的 な

区別 を持 ち込 もうとしているものの、銀行券の金 との免換1生を前提 に して論 じているこ

とがわか る。

ところでス クロープは、銀行 間の自由競争は過剰発行 を引 き起 こす というマ カロック

の見解に対 しては、次の ように反論 している。マカロックは、「競争相手の銀行 よ りも低

い割 引率や低 い保証 によって一銀行が紙幣 をいったん押 し出す ことができると、その紙

幣は……永久に外部 に滞留す る」 という誤 った前提 に基づいてい る。実際には、銀行券

は還流 と再発行 を不 断に繰 り返すため、過剰発行 してい る銀行がその流通量 を維持す る

には、低い割引率 と低い保証に基づ いた発行 を続けなければな らず、かか る損失 を甘受

しつつ事業 を拡大 し続け るこ とは不可能であるとす る。 この論点は基本的にパーネルの

もの と同じものであるが、スクロープはさらに踏み込んで次の ように定式化 してい る。

すなわち、「銀行業の 自由競争下 では、どの銀行 も恒久的に流通 させ続け るこ とので きる

流通量の全 流通量に対す る割合は、その銀行の相対的な信用、 または割引の安 さ、およ

び便宜の受けやすさに比例す る」 と。 したがって、割引率や他の便宜 などの条件が等 し

ければ、各々の銀行は、全体の流通の うちにその相対的な信用に対応す る割合だけ

ただそれだけ を確保す るこ とが できる」こ とになる。そ して、かかる条件 を無視 し

て、顧客 を獲得す るために有利 な条件 を提供す るな らば、他 の銀行はその銀行に 「攻撃
　 　 　 　 　　ラ

を仕掛け、銀行券 を買い上げて金交換 を浴 びせ る」 こ とになる。 こうした定式化 を見 る

と、 自由な発券制度の下での各銀行券の流通量はそれを発行する銀行の信用によって基

本的に規定 され る形で安定化す ると考 えられていることがわか る。そ して、 このことは、

スクロープ 自身は直接 には触れていない ものの、大資本 を背景に強力な信用 を有す る銀

行 が顧客 に有利 な条件 を提示 して銀行券流通の シェア を拡大 し、ひいては銀行 間競争 に

打 ち勝つこ とを事実上意味 してい る。

スクロープの議論 の最 も大 きな特徴は、 フ リー ・トレー ドの原則 を銀行業 に適用す る

こ とと、金の廃貨お よびそれの紙幣や信用貨幣への代替 によって貨幣の不足 を解消す る
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こととを結 びつけて、主張を展開 しているところにある。こ うした観点は、一つには、

金交換へ の復帰 による金準備 の増大のために金価値 が上昇 した という点か ら、1819年 の

金交換へ の復帰 を金交換停止に劣 らぬ誤 りである として批判 しているところに表れてい
　
る。 また、銀行業におけるフ リー ・トレー ドの原則の諸制 限を、金への選好 を強めてい

るという観点か ら批判 しているところに も見 られる。 たとえば、パー トナーの人数や十

分 な資本 に基づ いた銀行 の設立が制 限されているため、銀行業は脆弱な基盤の上に行わ

れ ることになり、この結果、「公衆の信認を有す ることができず、それゆえ、公衆は一般

にそれ らの銀行券 よりも金 を選好する」こ とになる。 また、5ポ ン ド以下の銀行券 の発

行禁止 も流通 に必要 な金 の量 を増やす ことになる。 その結果、イングラン ド銀行や地方

銀行の準備 に加 えて、ば く大 な金貨が流通 に必要 となる。他 方、地方銀行は、信用が不

安定 なために大量の鋳貨 を保有せ ざるをえない。「地方銀行 は、自己の銀行券 と同 じ程度

には金でその顧客 に前貸 しを融通す ることはけっしてで きない。信用や債務 を貸す代わ

りに現金 を貸 し出す ことになると、 それ らの業務 はまった く変化す ることになる。 それ

らの前貸 しは制限され……それ らの設立の リスクや費用 だけでな く、金の購入に必要な

資本にかか る利潤 をカバーす るような利子 を課 さねばな らな くなる。その結果、地方流
　

通量が大 き く制限され、貨幣が不足 し、価格が崩落す ることになる」。これ らの議論 を見

ると、 スクロープが と くに関心 を抱いているのは、地方 におけ る貨幣の不足であ り、資

本 を地方に行 き渡 らせ ることに よって、生産的産業の発展 を促 すこ とだ とい うことがわ

か る。

また彼は、金に対す る信用の優位性 をよ り体系的に論 じようと試みてい る。た とえば、

文明世界では信用貨幣 は流通媒体の大 きな部分 を担 ってお り、金属通貨だけで商業は も

はや物理的に成立 しないと指摘 した上 で、この信用の特徴 を次のよ うに述べ ている。「紙

幣 を虚構や詐欺 と見な し……、金属 こそ唯一の安全な通貨だ とす る観念が依然 として受

け入れ られている」。紙幣の鋳貨に対す る優位性は、「非生産的形態に固定化 された……

資本 を節約 し、死んだ資財 を使用で きる」点にある。 したが って、虚構 とい うことで「固

有 の価値が ない」 とい うことを意味 してい るのであれば、 それこそ紙幣に特有の長所な

のである。だが、虚構 とい うことで 「無価値」 とい うことには必ず しもならない。健全

で確実な銀行 によって発行 される紙券は、「二重の資本 銀行 自身の資本 と、その銀行
　

券 を貸 し付け る際の担保 に基づ いた資本」 によって保証 されているか らだ とい うのであ

る。

さらに、「金属通貨は、物々交換が より便利な形態 をとった ものにす ぎない。 それは、

依然 として、未開時代 にふ さわしい交換様式に固有で避けがたい欠点を有 している。……

その ような扱 いに くく高価な交換手段 を用い ざるをえないのは、当事者間の交渉が欠如

し、その結果 として信用に制約 あるいは、社会の発達 した条件 では、政府による有
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害な干渉 が あるか らにす ぎない」 というのである。

スクロープのこうした立場は、信用の拡大 という観点か ら通貨の発展を解釈 しようと

試みているところによ りはっきりと表れている。彼 は次の ように論 じている。三者が互

いに負債 を もつ場合、当事者が知 り合 いで互いの状態 を知 りうる時には、彼 らは債務消

滅証 を交換 し、貨幣 を使用せずに勘定 を決済するだけであろ う。 しか し、現実の取引は

非常に複雑で、債務者 と負債者 を勘定の決済のために一 ヶ所に集めることはで きない。

通貨が金属 である場合 には、当事者のだれかが犠牲を払って、現金を手に入れ るために

財 を新たに販売 しな くてはならない。信用通貨の場合には、手形が使用 される。 これは、

固有の価値 をもつ物品による支払方式の発展 した形態である。 しか し、短所は相手の支

払 い能力について事前に確信がなければならないということである。 とくに、売手が裏

書人を知 らない場合、 リス クを負 うか商品の販売 をあ きらめ るかの どちらか を選ばざる

をえない。このような状況で、「よ く知 られた富裕 な人物の会社が、巨額の払込資本に支

えられ、鋳貨や私的な手形に代わる流通媒介物 としての銀行券 によって信用の供与を行

う銀行 を設立す るならば、……金融制度の巨大 な発展 となる」であろう。 この場合 には、

「大会社の名の通 った信用が、不確実で絶 えず変動す る個 人の信用、または高価 で不具合
34)

な鋳貨の媒介物に代わって用いられる」。

ス クロープにとって、安価 で安全で価値が変動 しない通貨は資本 の裏づ けのある信用

を基礎 とす るものであ り、フ リー ・バ ンキングはかか る通貨 を保証す る唯一の制度 であ

る。 また、信 用に基づ い た通貨 は、「生産 の増大 とともに」、「市場 の要求 に比例 させ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 の 　 　 　 　

て」、あるいは 「現実の富の量の増減 にあわせて」通貨 を保証す る方途 として考 えられて

いるこ とも強調 されねばならないであろう。彼 は、 この意図を 「競争原理」 と 「利潤原

理」 とい う二つの原理 を用 いることによって明 らかに してい る。「競争原理 によるなら

ば、銀行 は行 き過 ぎや、価値以下 に低下 させ るほ ど多 くの紙幣 を無理に流通 させ ること

はない」のであるが、他方、「利潤原理 によるならば、銀行 は信用の拡大へ と それが

行われ るべ きである限 りいつ でも 導かれ る」のである。そ して、「独 占主義者の原理」
35)

に基づ いて活動す るこ とは、「市場の狭隆化や、[銀 行 が供与す る便宜の]条 件の引上げ」

を意味す るのである。

最後に、スクロープが、ス コッ トラン ドとロン ドンの金融的地位 に関す るマカロック

の議論について も反論 を加えていることを指摘 してお きたい。 その主 旨は次のようなも

のである。エジンバラで過剰発行 に対す る防御作用が働 くのは、直ちにロン ドン との為

替が下落 し、銀行に金請求が行われ ることがわかっているか らである。 自由銀行制 の下

で、ロン ドンに過剰発行が起 こるならば、それに続いて大陸に対する為替が下落 し、地

金の流出が起 こることがわかるので、同じように防御作用が働 く。 したが って、二つの

場合に相違は存在せず、スコットラン ドの銀行制度 をロン ドンへ導入す る妨げにはなら
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36)

な い 。

当時の通貨 をめ ぐる論争は、基本的には金党換制度の枠組を前提に して行われていた
37)

が、 その 中で フ リー ・バ ンキ ング論 者 は信 用 の拡 張 に積極 的 な姿勢 を示 して いた。 マ カ

ロックとの論争の中でスクロープが展開 した議論は、金融の中心地であるロン ドンにお

け る金 との免換 を前提 と してお り、 信用 の概 念 もい まだプ リ ミティヴ な もの に止 まって

いて体 系 的 な もの とは け っ して言 えな い もの の、か か る傾 向 を明 らかに示 した もの であ

る 。
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